
　※建築課により営繕業務が執行される場合

（２）取組の体制 （木造化等を推進するための各課の役割）

（１）県産材の活用に向けた検討のイメージ

「公共建築物における滋賀県産木材の利用方針」
第4の1項に規定する取組状況の整理のプロセスについて

低層建築物 （３階建て以下）

原 則 木 造 化

県産材利用 県産材未利用

内装等木質化

可 能 不 可

資料1

主管課

(施設管理）

・利用方針や木材利用の重要性等の共有

・事業実施状況の共有

・事業実施の各段階（構想・計画・設計・施工）

におけるの取組と支援

・県産材の確保に向けた取組

・国や他都道府県の情報の共有化

・技術的な助言（支援）の実施

・制度等に係る助言の実施 等

滋賀県公共建築物木材利用促進支援チーム

森林政策課 建 築 課
・県産材製品の情報提供

・県産材の活用にむけた情報共有

・公共建築物の情報提供

木造 （県産材の利用）
可 能

木造以外
不 可


